
【取組状況】 

 災害時用公衆電話（特設公衆電話）については、災害時における通信手段を確保するため、自治体等と協議しながら事前設
置を進めており、平成２８年度末時点で、９６％の自治体（対平成２８年度上期末：＋１８自治体、＋２％）において設置済みと
なっている、もしくは設置の意向をいただいているところです。 

【取組方針】 

 今後も、災害時における通信手段の確保のために必要な特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。 
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